
○余市町駐車場条例 

平成１８年１２月１２日 

条例第３７号 

余市町駐車場条例（昭和６３年余市町条例第８号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 道路交通の円滑化等を図り、もって町民の利便に寄与するため、駐車場法

（昭和３２年法律第１０６号）に基づき路外駐車場（以下「駐車場」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

黒川町営駐車場 余市町黒川町３丁目１１８番地２ 

黒川第２町営駐車場 余市町黒川町５丁目４３番地９ 

（供用時間等） 

第３条 駐車場の供用時間は、次のとおりとする。 

（１） 黒川町営駐車場 午前０時から午後１２時まで 

（２） 黒川第２町営駐車場 午前６時から午後１１時まで 

２ 自動車を入車又は出車することができる時間は、黒川町営駐車場は午前８時か

ら午後１１時までとし、黒川第２町営駐車場は午前６時から午後１１時までとす

る。 

３ 町長は、駐車場の管理上特に必要と認めるときは、臨時に前２項に掲げる時間

を変更することができる。 

（駐車することができる自動車） 

第４条 駐車することができる自動車は、次に掲げる要件を満たす自動車とする。

ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（１） 全長４．９メートル以内 

（２） 全幅１．９メートル以内 

（３） 高さ２．１メートル以内 

（４） 総重量２，０００キログラム以内 

（駐車場使用料金） 

第５条 駐車場を使用する者は、別表に定める駐車場使用料金（以下「料金」とい

う。）を納付しなければならない。 

２ 町長は、必要があると認めるときは、回数駐車券及び定期駐車券を発行するこ

とができる。 



３ 料金の納付時期は、自動車の出車時とする。ただし、前項に規定する回数駐車

券及び定期駐車券の料金の納付時期は、発行時とする。 

（料金の減免） 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、料金

を減免することができる。 

（１） 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊

急自動車 

（２） 国又は地方公共団体若しくは公共的団体の職員が、防災活動その他の緊

急を要する公務を行うために使用する自動車 

（３） 前各号のほか、町長が特に必要と認める自動車 

（料金の還付） 

第７条 既納の料金は、これを還付しない。ただし、第５条第２項の回数駐車券及

び定期駐車券の料金については、町長が特別の理由があると認めたときは、その

全部又は一部を還付することができる。 

（割増金） 

第８条 町長は、不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた料

金のほか、その額に相当する額を、割増金として徴収することができる。 

（駐車の拒否） 

第９条 町長は、自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否する

ことができる。 

（１） 駐車場の構造上自動車を駐車させることが不適当であると認められると

き。 

（２） 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。 

（３） 著しく悪臭を発している物品を積載しているとき。 

（４） 前各号のほか、町長が駐車場の管理に支障があると認めたとき。 

（禁止行為） 

第１０条 駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 他の自動車の駐車を妨げる行為 

（２） 駐車場の施設等を汚損し、き損し、又は滅失する行為 

（３） 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為 

（立入禁止） 

第１１条 駐車場に駐車する自動車の運転手、同乗者、乗客その他用務のある者以

外は、駐車場に立入ることができない。 

（供用の休止） 

第１２条 町長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、



駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。 

（損害賠償） 

第１３条 駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失させた者は、速やかにこれ

を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（損害の責任） 

第１４条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた

損害その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。 

（管理の代行） 

第１５条 町長は、駐車場の管理について必要があると認めるときは、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定

する法人その他の団体であって町が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に駐車場の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条、第９

条及び第１２条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるもの

とする。 

（指定管理者の指定期間） 

第１６条 駐車場の指定管理者として指定する期間は、５年以内とする。ただし、

再指定は妨げない。 

（利用料金） 

第１７条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に駐車場の利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を法第２４４条の２第８項の規定により、当該指定管

理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、

駐車場に駐車しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければな

らない。 

３ 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理

者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様

とする。 

（利用料金の減免） 

第１８条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料

金を減免することができる。 

（利用料金の還付） 

第１９条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者はあらかじ

め町長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができ

る。 



（指定管理者が行う業務） 

第２０条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 駐車場の回数駐車券及び定期駐車券の発行その他利用に関する業務 

（２） 町長の承認を得て、第３条に定める供用時間を臨時に変更又は休止する

こと。 

（３） 利用料金に関する業務 

（４） 施設及び附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務 

（５） 前各号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関して町長が必要と認める

業務 

（適用除外） 

第２１条 第５条から第７条までの規定は、第１７条第１項の規定により、指定管

理者の収入として収受させる場合は適用しない。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第２２条 指定管理者は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例（平成１７年余市町条例第２１号）及びこの条例並びにこの条例に基づく規

則の規定に従い、駐車場の管理を行わなければならない。 

（委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条の規定は、平成１９年１月１日（以下「適用日」

という。）以後の使用に係る料金に適用し、この条例の施行の日から適用日前ま

での使用に係る料金は、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年３月２３日条例第１０号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使用料について

適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前



の例による。 

別表（第５条、第１７条関係） 

名称 種別 駐車料金 

黒川町営駐車場 普通駐車料金 駐車時間３０分まで無料、以後１時間増すごと

に１１０円 

深夜駐車料金 ５５０円 

回数駐車券料

金 

１１０円券１１枚綴 １，１００円 

定期駐車券料

金 

月額 ４，４００円 

黒川第２町営駐車

場 

普通駐車料金 駐車時間３０分まで無料、以後１時間増すごと

に１１０円 

回数駐車券料

金 

１１０円券１１枚綴 １，１００円 

定期駐車券料

金 

月額 ４，４００円 

備考 この表において、普通駐車とは、第３条第２項に掲げる入車及び出車でき

る時間内に駐車したものをいい、深夜駐車（黒川町営駐車場に限る。）とは、

午後１１時から翌朝午前８時までの間における利用をいう。 

 


